
障がい者福祉センター 嘱託職員の雇用条件 

（令和８年３月） 

 

１ 身  分  社会福祉法人 宇都宮市社会福祉協議会 嘱託職員 

２ 雇用資格  不問  

        ※但し、Word/Excel 基本操作程度、要普通自動車免許あれば尚可 

３ 勤務場所  宇都宮市障がい者福祉センター 

        宇都宮市中央１－１－１５  ℡ ０２８－６３９－１０５０ 

４ 職  務  ・利用者の日常生活訓練・介助 

        ・教養講座の講師補助 

        ・送迎バスの添乗（交代制） 

        ・その他施設運営業務全般 

５ 給与月額  １８８，０００円 

        通勤手当（実費支給 上限 18,000円/月） 

６ 賞  与  年間最大 2.525ヶ月分 

７ 雇用期間  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

※雇用契約の更新については、更新する場合があり得る 

８ 勤務時間等 （1）勤務日  月曜日から金曜日 

（2）勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分まで 

（3）休 日  土・日曜日、国民の祝日、 

年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（4）休 暇（有給） 

        ・年次休暇 年１０日以内（初年度） 

        ・特別休暇 傷病（２０日）、夏期（６日）、 

親族の葬祭（最長７日）等 

（5）福利厚生 

         社会保険（健康保険・厚生年金）、 

労働保険（労災保険・雇用保険）加入、職員互助会 

親交会加入 

９ その他    職員駐車場なし 

マイカー勤務の場合は、自分で駐車場を確保 

業務において公用車を運転する場合あり 

雇い止め６５歳 

 

 

 

 

 

障がい者福祉センター 

宇都宮市中央１－１－１５ 

 ℡ ６３９－１０５０ 

        担当：鈴木 



 


